
【注意事項】
　個人番号カード以外の手続
き（住民票などの証明発行や転
居等異動届）はできません。

【平日の取り扱い】
　平日は「交付通知書（はがき）」に指定され
ている場所（市民課か西支所市民・年金係）で
交付します。事前予約は不要。受付時間は８時
30 分～ 17 時。

▶マイナンバーに関する問い合わせは、
　　　全国共通ナビダイヤル（0570・20・0178）へ。
▶通知カード・個人番号カードに関する
　　　　　問い合わせは、市民課（☎ 66・1001）へ。
▶マイナンバー制度に関する
　　　　　問い合わせは、総務課（☎ 66・1044）へ。

【開設時間】　９時～ 17 時
【場所】　市民課（市役所本庁１階）
【問い合わせ先】　同課（☎ 66・1001）
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イ
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ン
バ
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と
は

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と
は
、
一
人
ひ
と
り
異

な
る
12
桁
の
番
号
で
、
個
人
が
特
定
さ
れ

な
い
よ
う
に
住
所
地
や
生
年
月
日
な
ど
と

関
係
の
な
い
番
号
が
割
り
当
て
ら
れ
、
社

会
保
障
・
税
・
災
害
対
策
の
分
野
で
利
用

さ
れ
ま
す
。
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ー
ド

　
希
望
さ
れ
る
方
に
は
、
平
成
28
年
１
月

か
ら
申
請
に
よ
り
交
付
さ
れ
ま
す
（
初
回

の
交
付
手
数
料
は
無
料
）。
表
面
に
は
顔

写
真
、
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
、
住
所

な
ど
。
裏
面
に
は
個
人
番
号
、
氏
名
、
生

年
月
日
な
ど
が
記
載
さ
れ
ま
す
。

▪
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
申
請

①
申
請
方
法

　
平
成
27
年
11
月
か
ら
各
世
帯
へ
送
付
さ

れ
た
「
通
知
カ
ー
ド
」
の
入
っ
た
封
筒

に
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
申
請
書
が
同

封
さ
れ
て
い
ま
す
。
交
付
を
希
望
さ
れ
る

人
は
、
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
・
押

印
し
、
顔
写
真
を
貼
り
付
け
た
後
、
返
信

用
封
筒
に
封
入
し
ご
返
送
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン
を
利

用
し
た
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
も
で
き
ま
す
。

※
申
請
か
ら
交
付
ま
で
に
相
当
の
日
数
を

要
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

②
申
請
後
に
交
付
通
知
書
が
届
い
た
ら

　
市
か
ら
申
請
者
宛
て
に
「
交
付
通
知
書

（
は
が
き
）」を
郵
送
し
ま
す
。
届
い
た
ら
、

交
付
通
知
書
に
必
要
書
類
を
添
え
て
持
参

し
、
指
定
さ
れ
た
交
付
場
所
（
市
民
課
か

西
支
所
市
民
・
年
金
係
）
で
手
続
き
を
。

受
け
取
り
の
際
に
暗
証
番
号
を
設
定
し
て

い
た
だ
き
ま
す
。

▼
詳
し
く
は
、
市
民
課
（
☎
66
・
１
０
０

１
）
へ
。
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マイナンバーキャラクター
マイナちゃん

　市では、次の日程で「個人番号カード」交付
専用窓口を開設します。利用を希望する人は各
開設日の予約締切日までに電話か市民課窓口で
予約をお願いします。

土曜日も「個人番号カード」が受け取れます（事前予約制）
１月23日から　第２・第４土曜日に専用窓口を開設

開設日 予約締切日
１月 23 日㈯ １月 21 日㈭まで
２月 13 日㈯ ２月 10 日㈬まで
２月 27 日㈯ ２月 25 日㈭まで
３月 12 日㈯ ３月 10 日㈭まで
３月 26 日㈯ ３月 24 日㈭まで

【開設日と予約締切日】
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！

※いずれも受付時間は、平日の８時 30 分～ 17 時 15 分

《個人番号カードのイメージ》

　
市
で
は
、将
来
に
わ
た
り
、限
ら
れ
た

財
源
で
効
率
的
・
効
果
的
に
公
共
施
設

を
維
持
・
運
営
し
て
い
く
た
め
、施
設
の

再
生
に
取
り
組
む
べ
き
優
先
度
の
高
い

も
の
を
第
一
期（
平
成
28
～
37
年
度
）の

対
象
施
設
と
し
、再
生
等
の
方
向
付
け

を
明
ら
か
に
す
る「
第
一
期
公
共
施
設
再

生
実
施
計
画
」の
策
定
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。

　

こ
の
た
び
、計
画（
案
）が
ま
と
ま
り

ま
し
た
の
で
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
手

続
制
度（
市
民
意
見
提
出
制
度
）に
基
づ

き
、市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
意
見
を
募
集
し

ま
す
。概
要
は
左
表
の
と
お
り
。

▪
提
出
方
法

　
様
式
は
自
由
。住
所
、氏
名
、電
話
番

号
を
記
入
し
、「
第
一
期
公
共
施
設
再
生

実
施
計
画（
案
）に
対
す
る
意
見
」と
明

記
し
て
、郵
送
か
持
参
、フ
ァ
ク
ス
、電
子

メ
ー
ル
で
資
産
活
用
課
ま
で
。匿
名
、電

話
、口
頭
に
よ
る
意
見
は
受
け
付
け
ま
せ

ん
。

パブリック・コメント手続き制度

第
一
期
公
共
施
設
再
生
実
施
計
画

（
案
）に
ご
意
見
を

持
続
可
能
な
施
設
運
営
に
向
け
て

▪
募
集
期
間

　

１
月
４
日
㈪
～
２
月
４
日
㈭

▪
計
画（
案
）の
公
表
場
所

　
資
産
活
用
課
、市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
、

西
支
所
、加
佐
分
室
、各
公
民
館
、大
浦
・

城
南
会
館
、東
・
西
図
書
館
で
閲
覧
で
き

ま
す
。市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
。

▪
提
出
さ
れ
た
意
見
の
取
り
扱
い

　

提
出
さ
れ
た
意
見
な
ど
を
考
慮
し
て

実
施
計
画
を
作
成
。ま
た
、意
見
の
概
要

と
意
見
に
対
す
る
市
の
考
え
方
を
整
理

し
公
表
し
ま
す
。（
氏
名
な
ど
は
公
表
し

ま
せ
ん
）

▼
詳
し
く
は
、資
産
活
用
課（
☎
66
・

1
0
4
5
、ＦＡＸ
62
・
9
8
9
1
）へ
。

『高浜発電所に係る舞鶴市住民説明会』の
質問等に対する回答を公表

▪質問者への回答
　質問等をいただいた82人には郵送で回答しました。

【高浜発電所に係る舞鶴市住民説明会の内容】
❖エネルギー政策における原子力発電について

[資源エネルギー庁]
❖規制基準に適合した原子力発電所の安全性について

[原子力規制庁]
❖高浜地域における原子力防災について

[内閣府]

▶詳しくは、危機管理・防災課（☎66・1089）へ。

　昨年11月２日に開催した『高浜発電所に係る舞鶴市住
民説明会』における説明内容に対して、市民の皆様から多
数の質問等をいただきました。
　質問等に対する国および関西電力、京都府、市の回答を
次の場所で公表しています。また、市ホームページでも閲
覧可能です（http://www.city.maizuru.kyoto.
jp/)。右のコードからもアクセスできます。

▪閲覧可能場所
　危機管理・防災課、企画政策課、市政情報コーナー、西
支所、加佐分室、東・南・中央・西公民館、大浦・城南会館、
東・西図書館

※文化ホール機能のあり方は平成28年度に再検討

【第一期公共施設再生実施計画（案）の概要】

目標
１、公共施設の質・サービス・利便性の向上 
２、公共施設再生のための財政的取組の推進

（数値目標：平成57年度までに総延床面積12％削減）

再
生
等
の
施
設
の
方
向
付
け

複合化

東公民館
複合化

（仮）東地区複合施設
（旧市民病院施設）文庫山学園

西公民館

複合化 西総合会館郷土資料館

市民会館※

機能集約

舞鶴幼稚園
集約化 機能集約施設

西乳児保育所

浜団地

集約化 三宅団地
田中団地

行永東町団地

上安団地

廃止
老人憩いの家・舞鶴公園集会所、柔道場（北吸）
⇨改修は行わず耐用年数経過後に取り壊し

民間等処分
東乳児保育所等旧保育施設、旧岡田上小学校等閉
校施設など
⇨公共的団体や民間事業者への譲渡又は貸付

第１期対象施設の
再生措置後の延床
面積の変動等

平成 24 年４月…317,521㎡
平成 38 年３月…300,941㎡

削減面積…16,580㎡（5.22㌫）
コスト削減額（延床面積ベース）
　…約 86 億６千万円

具体的な財政的取組

❖施設利用料金の適正化
❖未活用資産の積極的処分
❖施設の利用促進
❖基金の創設　　　　　　　　　など
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